
    和歌山県報  号外 令和 3年 7月 16 日（金曜日） 

－ 1 － 

 

 

 

 
 

 目  次 (取扱課室名) ページ 

○ 告示 

723 随意契約の相手方の決定 (薬務課) ...... 1 

724 〃 ( 〃 ) ...... 1 

725 〃 ( 〃 ) ...... 2 

726 〃 ( 〃 ) ...... 3 
 

    告     示 

和歌山県告示第723号 

新型コロナウイルス抗原検査キット及び鼻腔用滅菌スワブの購入について、随意契約の相手方を決定し

たので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第12

条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第

10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和3年7月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 随意契約に係る物品の名称及び数量 

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テストキット 1,680箱 

コバス Uni スワブキット 42,000本 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県福祉保健部健康局薬務課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 随意契約の相手方を決定した日 

令和3年4月30日 

4 随意契約の相手方の氏名及び住所 

竹内化学株式会社 

和歌山市弁財天丁63番地 

5 随意契約に係る契約金額 

38,346,000円（うち消費税及び地方消費税の額3,486,000円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

7 随意契約の理由 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第5号の規定に該当し、地方自治法（昭和2

2年法律第67号）第234条第2項の規定により随意契約する。 

 

和歌山県告示第724号 

新型コロナウイルス抗原検査キット及び鼻腔用滅菌スワブの購入について、随意契約の相手方を決定し

たので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第12

条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第

県 章 
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和歌山市小松原通一丁目 1番地 
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10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和3年7月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 随意契約に係る物品の名称及び数量 

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テストキット 1,680箱 

コバス Uni スワブキット 42,000本 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県福祉保健部健康局薬務課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 随意契約の相手方を決定した日 

令和3年5月7日 

4 随意契約の相手方の氏名及び住所 

竹内化学株式会社 

和歌山市弁財天丁63番地 

5 随意契約に係る契約金額 

38,346,000円（うち消費税及び地方消費税の額3,486,000円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

7 随意契約の理由 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第5号の規定に該当し、地方自治法（昭和2

2年法律第67号）第234条第2項の規定により随意契約する。 

 

和歌山県告示第725号 

新型コロナウイルス抗原検査キット及び鼻腔用滅菌スワブの購入について、随意契約の相手方を決定し

たので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第12

条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第

10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和3年7月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 随意契約に係る物品の名称及び数量 

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テストキット 2,120箱 

コバス Uni スワブキット 53,000本 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県福祉保健部健康局薬務課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 随意契約の相手方を決定した日 

令和3年5月14日 

4 随意契約の相手方の氏名及び住所 

竹内化学株式会社 

和歌山市弁財天丁63番地 

5 随意契約に係る契約金額 

48,389,000円（うち消費税及び地方消費税の額4,399,000円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 
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7 随意契約の理由 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第5号の規定に該当し、地方自治法（昭和2

2年法律第67号）第234条第2項の規定により随意契約する。 

 

和歌山県告示第726号 

新型コロナウイルス抗原検査キット及び鼻腔用滅菌スワブの購入について、随意契約の相手方を決定し

たので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第12

条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第

10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和3年7月16日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 随意契約に係る物品の名称及び数量 

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テストキット 2,120箱 

コバス Uni スワブキット 53,000本 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県福祉保健部健康局薬務課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 随意契約の相手方を決定した日 

令和3年5月21日 

4 随意契約の相手方の氏名及び住所 

竹内化学株式会社 

和歌山市弁財天丁63番地 

5 随意契約に係る契約金額 

48,389,000円（うち消費税及び地方消費税の額4,399,000円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

7 随意契約の理由 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第5号の規定に該当し、地方自治法（昭和2

2年法律第67号）第234条第2項の規定により随意契約する。 
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